
1 

令和５年度第１回金沢市景観審議会 

日時 令和６年１月 31 日（水）午後３時 30 分～ 

会場 金沢市第一本庁舎７階 全員協議会室 

 

出席委員：福光会長、麻生委員、新家委員、川﨑委員、土田委員、中川委員、能木場委員、 

     蜂谷委員、馬場先委員、山崎委員、山田委員、桑島委員（代理：坂本） 

 

欠席委員：鍔副会長、中森委員、本康委員、柳井委員、黒崎委員、竹内委員 

 

事 務 局：都市整備局    坪田局長 

     景観政策課    南野課長、村田補佐、福塚係長、長池主査、米田主査 

     都市計画課    高木課長 

     緑と花の課    前多課長 

     建築指導課長   新保課長補佐 

     歴史都市推進課  本光課長 

 

 

1 開会 

2 都市整備局長あいさつ 

3 議事 

報告案件 

・令和５年度景観施策について・・・資料 １ 

・令和５年度専門部会審議報告 建物部会・・・資料 ２ 

 

［報告案件］ 

・令和５年度景観施策について 

―――――資料１（令和５年度景観施策について）についての説明――――― 

 

（事務局） 

 令和５年度景観施策について、最初に景観関連各種届出等件数についてご報告いたしま

す。今年度の各種届出の件数については、令和５年 12 月 31 日時点の件数です。 

 景観法の届出は 493 件、景観地区の認定件数は０件、斜面緑地の届出は４件、眺望景観

は 12 件、沿道景観は 19 件、夜間景観は 44 件、風致地区は 49 件となります。合計件数は

621 件で、令４年度の同時期における件数は合計 612 件でしたので、ほぼ昨年度並みの件

数となっております。 

 次に、長町景観地区景観まちづくりについてご説明いたします。景観地区まちなみ修景
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事業としては、12 月 31 日現在ですが、今年度は、景観修景事業（松の木の雪吊り）が 64

本、建築物修景事業、景観修景事業ともに０件となっております。 

 最後に、景観審議会及び専門部会の開催について説明いたします。今年度の開催回数及

び審議案件数は、６回で 15 件です。金沢市景観審議会については、今回は今年度初めての

開催となります。各専門部会について、建物部会が４回の開催で、延べ 13 件の案件につい

て審議しております。緑化推進部会については、開催１回、審議案件１件ですが、継続審

議ですので、今回景観審議会でのご報告はございません。計画部会については、開催１回

案件１件で、今回景観審議会で意見聴取させていただく案件となります。 

 以上、令和５年度景観施策について報告させていただきました。 

 

・令和５年度専門部会審議報告 

―――――資料２（建物部会）についての説明――――― 

 

 建物部会の報告をさせていただきます。昨年までに審議した案件も含め、審議継続中の

ものなどを除いた６件について報告させていただきます。 

 最初に、尾張町２丁目地内の共同住宅新築計画です。鉄骨造２階建て、高さ 9.09ｍの計

画となります。景観条例の区域としては、伝統環境保存区域の伝統的街並み区域に位置し

ます。計画地は、彦三町緑地の向い、主計町伝建地区の背後地にあたります。建物配置を

敷地東側に寄せ、敷地全体にふんだんに植栽を行う計画となっております。本案件は建物

部会での審議を通じ、施主や設計者のご理解を得て、当初３階建ての計画から２階建てに

変更されたものです。また、北側にあったバルコニー部分を、主計町側からの見え方に配

慮し、東側に設置するなど、配置計画・平面計画についてもご検討いただきました。 

 モンタージュパースで比較すると一目瞭然となります。左側が当初計画で右側が最終案

となります。浅野川沿いの景観、重伝建地区である主計町の景観の保全に大きく寄与して

いただく計画となりました。 

 ２件目は中橋町地内の共同住宅新築計画です。鉄骨造８階建て、高さ 24.95ｍの計画で

す。景観条例の区域としては、伝統環境保存区域の伝統的街並み区域に位置します。計画

地は金石街道沿い、六枚の交差点から中橋の交差点に向かった途中の左手に位置します。

配置計画としては、金石街道沿いに建物を配置し、敷地後方に駐車スペースを設けます。

北側、南側の道路沿いには低中木を植栽し、景観に配慮したものです。建物部会では、外

壁の色彩を中心にご審議いただき、伝統環境保存区域・伝統的街並み区域として、街並み

との調和を図る色味の入った茶系の色彩計画にしていただきました。 

 ３件目は、兼六元町地内の有料老人ホーム新築計画です。鉄骨造６階建て、高さ 19.72

ｍの計画です。景観条例の区域としては、伝統環境保存区域・伝統的街並み区域と伝統環

境調和区域・景趣調和区域にまたがっています。また、金沢城、兼六園、卯辰山からの眺

望景観形成区域に位置するなど、重要な位置となります。計画地は、元は北鉄バスの駐車
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場として使用していた場所です。前面道路に対して、建物の位置を可能な限り後退させて

前庭空間をつくり、入居者が外を感じられ、歩行者からの視線を軽減させるように計画し

ました。また歩行者からは施設内が垣間見えることで、閉鎖的な景観にならない様に景観

的に配慮したものとなっております。兼六園付近の重要な場所での計画であり、20ｍの高

度地区いっぱいの高さの計画であることから、通りからの見え方への配慮として、外壁は

黄色味のある茶系を基調としております。建物部会の審議を通して、バルコニー小口や軒

裏、手摺の色彩についてコントラストを抑えた計画へとなっております。 

 ４件目は、南町地内の事務所新築計画です。鉄筋コンクリート造、地下１階、地上９階、

高さ 42.256ｍの計画です。景観条例の区域としては、近代的都市景観創出区域の都心軸区

域に位置します。計画地は国道 157 号、百万石通りに面する角地になります。建物は、大

通り側に事務所棟、その西側に自社で使用する立体駐車場棟が建ちます。大通りから約 3.1

ｍセットバックし、北側の道路に対しても、可能な限りセットバックさせ圧迫感を軽減さ

せた計画となります。大通り側は、周辺の建物群に調和する高さ・ボリュームデザインと

し、意匠的には、各階の庇と開口部で分節化することで圧迫感を軽減しております。加え

て通りからセットバックすることで、歩行空間への圧迫感の軽減にも配慮しました。品格

ある街並みの形成として、バルコニー越しのガラス面と木調アルミルーバーでファサード

を表現しております。審議を経て、北側においては、伝統的街並み区域が隣接することか

ら、無彩色ではなく、色味の入った RC 打ち放し仕上げとし、縦の帯状仕上げについてはコ

ントラストが強くならないよう、色彩計画の配慮がなされました。立体駐車場につきまし

ても、事務所ビルと同様の色彩計画に統一することで、ご了承いただいたものです。 

 ５件目は兼六元町地内のホテル改修計画です。既存建物の会館からホテルに用途変更を

行う計画です。既存建物は鉄筋コンクリート造、地下１階、地上６階建となります。最高

高さは 23.95ｍです。景観計画区域は伝統環境調和区域・景趣調和区域であり、金沢城、

兼六園、卯辰山からの眺望景観形成区域にもあたります。兼六元町交差点に面する位置で、

周辺には兼六園、金沢城が位置する金沢の景観にとって大変重要な位置となります。石川

橋や紺屋坂・兼六坂からのアイストップとなる位置になります。既存建物を生かした計画

ですが、アプローチ周辺には植栽を行う計画です。外観は既存タイルの改修工事及びクリ

ーニングとなり、現状の少し白化したタイルについても、クリーニングにより当初の色に

近づく計画となります。耐震改修も伴う工事であり、横に連なるサッシについては、取り

替えとなることから、建物部会では、内部空間とサッシの関係など、詳細な点についても

ご確認いただいております。また、屋上部分には携帯基地局アンテナなどが乱立していた

ことから、眺望点からの見え方にも配慮し、可能な限り設置場所等について整理していた

だきました。 

 ６件目は玉川町地内の共同住宅新築計画です。鉄筋コンクリート造、地上８階建て、高

さ 24.97ｍの計画です。景観計画区域としては、伝統環境保存区域の伝統的街並み区域に

位置します。計画地は中央小学校の向い、玉川商店街の入り口角地に位置します。配置計
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画としては、中央小学校側、玉川商店街側に対して、２階から高層部を可能な限りセット

バックさせることで圧迫感の軽減を図っております。また交差点角や歩道沿いに、できる

だけ植栽を設け、落ち着きある空間の形成に配慮した計画となっています。伝統環境保存

区域・伝統的街並み区域であり、通りには玉川図書館、近世史料館、公文書館、中央小学

校等公共施設が並ぶ位置にあることから、無彩色のグレー系の色彩ではなく、色味の入っ

た茶系の色彩計画に改善していただき建物部会でご了承いただきました。 

 以上、建物部会についてご報告させていただきました。 

 

―――――部会長から補足説明――――― 

 

（Ｉ委員） 

 建物部会の審議案件は今年度もたくさんございました。相変わらず金沢のまちの中は、

古いものを建て替え、更新という勢いがずっと続いておりますが、建て替えると高さ制限

ぎりぎりまでの高さにすることが多く、徐々に建物が高層階化していっているわけです。

ですから、都市計画で決められた高度地区そのもののまちなみへとだんだん変わっていく

傾向があり、条例でいろいろ高さ制限、景観制限されたものがよりはっきり見えてくる傾

向にあるかと思います。 

 いま紹介された建物の中で、私自身が一番強い思いを持ちますのは、主計町・浅野川の

向かいから見えるところに建つ３階建ての共同住宅です。最初３階建てで、いわゆるフラ

ットな屋根の共同住宅だったのですね。それをいろいろこちらで審議して意見を申し上げ

ましたところ、３階建てを２階建てにする。これは明らかに事業主にとっては事業採算と

してマイナスなのですね。それから、今回、設計された会社の標準仕様はフラット屋根な

のですが、勾配屋根を付けていただいた。それから外壁の材質もこの地域にふさわしい色

のものに変えていただくなど、できる限りの努力をしていただいた。土地が重伝建のすぐ

隣ということもあるのでしょうけれども、実施設計は日本を代表する住宅会社であり、今

後、地元の住宅会社も、「われわれもそれと同じぐらい努力しなければいけない」という、

いい目標になったのではないかということで、委員一同大変喜んでおります。 

 また、今年度のことでご報告しておきたいのは、今までいろいろなものを建物部会で審

議してきましたが、審議したものについてこの場の景観審議会で報告して終わっていまし

た。委員の多くから、１～２年前に審議して完成したものがどういう結果になったのかを

確認する作業が必要ではないという意見がありました。それは、たまたま自分が道を通っ

たときに見たのではなくて、委員が一堂に介し、マイクロバスに乗って、みんなでその場

で降りて 10 分ぐらい眺めて議論をしましょうというものです。非常にいいことなので、今

年の秋からそれを実施いたしました。委員会でいろいろな意見・要望を出し、完成予想パ

ースに反映されたところで、いいですよという承認をするのですが、実際出来上がったも

のを見たときに、あのときにあれをお願いして良かったなとか、プラス、マイナスいろい



5 

ろな反省点もございますし、やりっ放しではなく、今後ともぜひ続けていきたい試みです。 

 そういう一環で、以前、市の中心部に立体駐車場ができる計画があって、「えっ、この場

所にこんなのでいいの？」と建物部会で言っていたものが、実際出来上がって見に行くと、

結構シンプルに目立たない形で出来ていました。事務局に聞くと、われわれの委員会で審

議して、いろいろ申し合わせてお願いしたことを、事務局でその後、粘り強く、設計者、

事業主と話されて、さらに良くなる努力をされていたということを聞きました。単に委員

会で何か結論を出したかではなくて、その後、工事が始まり、微妙な色を決めるのに、日々

前面に立っておられる事務局の方の情熱、能力、それがなければ実現できないなというこ

とを感じました。それと同時に、景観政策課の建物部会に限りましては、やはり長い景観

行政の中で、10 年前にどういうことが議論になったとか、20 年前に何だったとか、何で、

駅前広場辺りは灰桜の色なのだろうとか、そういうことを、新しい委員が新陳代謝するよ

うに入ってこられたときに、「昔は、こういうことで、こういう議論をしたのだ」という語

り部のような方がおられるのですよね。そういう方を大事にしてほしい。文化財保護課だ

と、自動的に人事異動ではなくて、専門職でずっとおられる方が当然おられます。 

 ですから、景観政策課の景観指導をなさっていく部署の方は、一部の方でもずっと継続

的に残っていただかないと新しい委員に説明、または、ずっと金沢市が何を大事にして受

け継いできたかということが途切れます。それも人事異動に絡みますので、全員ではなく

て３分の１ぐらいの方が、ある長い年数を担当されることが、われわれ委員としても助か

りますし、景観行政が継続する。また適格な指導を事業主さん、設計者にしていただける

という意味では、ぜひお願したいなということを感じました。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。大変いいお話を頂きました。今の全体の報告につきまして、ご

質問、ご意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。ございませんか。部会長の後

段の方で人事の話がありましたけれども、これは景観だけではなくて、専門性というのは

市の行政には必要でして、やはり人がどんどん替わっていかれる中で、われわれのような

外部の人間の方がずっと一貫して見ているというのもあって、その辺が時々不思議だなと

思ったりするので、ここでご答弁は要りませんけれども、これは市全体の問題かもしれま

せんが、ご配慮いただければ幸いだと思います。 

 それでは、この件、よろしゅうございますか。それでは、他にご意見ございませんので、

景観施策と専門部会からの報告につきまして、了承するということで、よろしゅうござい

ますか。 

＜意義なし＞ 

 

・閉会 


